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平成29年第１回 湯沢市教育委員会議事録 

 

 

 日 時：平成29年２月３日（金）午後２時00分 

 

 

 場 所：湯沢市役所 ４階 44会議室 

 

 

 １．会議に出席した委員 

 

１ 番  阿  部  和  榮 

２ 番  後  藤  美 喜 子 

３ 番  芳  賀     誠 

４ 番  佐  藤  和  広 

５ 番  和  田  隆  彦 

 

 

 １．会議を欠席した委員 

 

   なし 

 

 

 １．会議に出席した事務局職員 

 

教育部長  佐 藤 哲 夫 

教育部教育総務課長  福 土 英 明 

教育部学校教育課長  近 野 良 浩 

教育部生涯学習課長  和 田   晋 

教育部教育総務課総務班長  斎 藤 正 幸 （書 記） 

 

 

 １．会議に提出された議案 

 

     議案第１号   湯沢市指定文化財の指定について 

議案第２号  湯沢市指定文化財の指定解除について 

議案第３号  湯沢市指定文化財の名称変更について 
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【午後１時58分 開 会】 

 

芳 賀 委 員 長   平成29年第１回湯沢市教育委員会を開催いたします。 

 今年の雪でありますが、一旦落ち着いたのが、また昨日あたりから降り

出しまして、大分多くなってきています。毎年の事でありますが、教育委

員会関係の施設等の雪害防止、それから、特に児童生徒等の雪による被害

の防止、このあたりを今後も十分留意していただきたいと思っておりま

す。 

 インフルエンザを心配しておりましたが、後でお話があるようですが、

引き続きこれも注意していただきたいと思います。 

 

 前議事録の承認 

 

芳 賀 委 員 長   それでは、次第によりまして、２の前議事録の承認であります。事前に

配付されておりますので、ご覧いただいたと思いますが、内容等につきま

して訂正等ございませんでしょうか。 

 

   － <発言なし> － 

 

芳 賀 委 員 長   よろしいですか。 

 

   － <はいの声> － 

 

芳 賀 委 員 長   それでは承認といたします。 

 

議事録署名委員の指名 

 

芳 賀 委 員 長   今回の議事録の署名委員でありますが、２番の後藤委員、４番の佐藤委

員にお願いいたします。 

 

教育長報告 

 

芳 賀 委 員 長   それでは次第の３、教育長報告であります。お願いします。 

 

和 田 教 育 長   冬季休業中の教育委員会の事業、学校教育あるいは生涯学習の社会教育

あるいはスポーツ等につきまして、計画どおり事業を実施することができ

ました。新聞あるいは広報等でも紹介していただきましたけれども、例え

ば、学校教育であれば理科実験とか、インセンティブ・イングリッシュデ

イとか、ロボット教室等ですけれども、20名から30名近い参加者で事業を

進めていただきました。 

 社会教育関係では、ジオスタ☆ゆざわを使った「こども湯沢学」、音楽

のまちにふさわしくということで、市役所１階ロビーを使ったコンサー
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ト、スポーツ関係では、秋田ノーザンハピネッツによる児童生徒を対象と

したクリニックなど、スポーツにも力を入れながら色々な事業を実施する

ことができたと思っています。なお、 近のところでは、県のアンサンブ

ルコンテストで湯沢東小学校が金賞、その他は銀賞や銅賞で、その後の東

北、全国までは出られませんでしたけれども、非常に良く頑張ってくれた

と思っていますし、冬のスポーツでは、東北大会に続き全国中学校スキー

大会が２月３、４、５日の日程で始まっていまして、皆瀬中、稲川中、北

中等から、回転、大回転、コンバインド等で全国大会に出場しています。

これが一番新しいところです。 

 中学校の進路関係ですけれども、前期選抜試験が１月31日に実施され

て、２月８日に発表ということです。湯沢市内６中学校の３年生401名中

92名が前期選抜に挑戦しております。２次が３月７日で、３月15日の発表

です。現在、401名中進路未定が１名おります。その子は、現在不登校の

女子生徒で、なかなか生徒と会うことが出来ないということで、未定との

報告です。 

 現在の不登校関係ですけれども、小学校は１年男子１名、２年男子１名

で現在２名。中学校は、中１が男子２で女子１、中２が男子１で女子１、

中３が男子１で女子４の計10名おります。計12名ですけれども、中３の５

名の不登校に至っている生徒の中で、先ほどの進路未定の１名を除いては

定時制あるいは自分の進路に向けて取り組んでいます。午前登校、午後登

校、保健室登校という形で、まるっきり休んでいる生徒ではないというこ

とで、この３月、自分の進路に向って行けるのではないかと思っていま

す。１名だけはコンタクトが取れない状況が続いていると学校から報告を

受けています。 

 インフルエンザですけれども、１月25、26、27日あたりに湯沢南中学校

１年生、湯沢西小学校２年生と５年生のそれぞれ１クラスずつ、山田小学

校１クラスが、皆瀬小学校は４年生が２月３日から４日まで学級閉鎖にす

るとの報告を受けています。 

 人事関係は、今動いているのですけれども、２月２日に定数内示があり

まして、市内の11小学校と６中学校の学級数等に応じた定数ですけれど

も、その外に特別加配の加配措置がありまして、一次加配のＴＴ、指導方

法工夫改善とか、通級指導とかが入るのですけれども、厳しい中で配置を

していただいております。特別に加配された定数を、どの小中学校にどの

ように活用してもらうために配置するかは、教育委員会の考えと雄勝出張

所の考えを調整しながら進めているところです。 

 冬休み中の児童生徒の事故はありません。良い休みを過ごしてくれたと

思っているところです。 

 スキー教室も、稲川スキー場、あるいは小学校高学年はジュネス栗駒ス

キー場も使っています。 

 稲川スキー場は順調に動いています。 

 統合学校給食センターですけれども、順調に進められていまして、今現

在、毎土曜日に調理員さんたちが学年、学級ごとに、必要な食器の数を仕
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分けする作業を行っています。中の調理器具関係は、所定の場所に設置さ

れまして、そこに100近い段ボールが入って、そこから食器を仕分けし

て、ネームプレートを付けてということで、毎土曜日に調理員さんたちが

仕分け作業に取り組んでおり、その後、アドバイスを受けながら実際に調

理関係の実習に入る計画になっております。私からは以上です。 

 

芳 賀 委 員 長   ありがとうございました。 

 ただ今の教育長の報告につきまして、何か質問等ございませんか。 

 

後 藤 委 員   不登校関係の話のところでですが、小学校１、２年生の不登校はなかな

か聞かないような気がするのですけれども、統合されて大きくて、子ども

たちがたくさんいて、なかなか集団に馴染めなかったり、あるいは何かい

じめを受けたりとか、大きな原因があるものでしょうか。 

 

和 田 教 育 長   いじめとかではありません。情緒等です。 

 

近 野 

学校教育課長 

  今のお話の補足をよろしいでしょうか。 

 

 

芳 賀 委 員 長   どうぞ。 

 

近 野 

学校教育課長 

  統合した学校ではないです。２年生の子どもさんは、入学した時から場

面緘黙で、なかなか自分を表現できないような子どもさんだったのです

が、２年目になって、なかなか集団に溶け込めないということがあって保

健室登校です。 

 もう１名は、発達障害が疑われています。自分が気に食わない状況にな

ると、飛び出して行ったりを繰り返していたのですが、 近になって教室

に入れなくなってしまっている子どもさんです。 

 

芳 賀 委 員 長   他にございませんか。 

 

  － <発言なし> － 

 

芳 賀 委 員 長   よろしいですか。 

  

  － <はいの声> － 

 

議  事 

 

芳 賀 委 員 長 

 

  それでは、次第の４、議事に入ります。 

 議案第１号 湯沢市指定文化財の指定についてお願いします。 
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和 田 

生涯学習課長 

  私から、議案第１号 湯沢市指定文化財の指定についてご説明申し上げ

ます。 

 ３ページをご覧ください。指定候補物件は、川向・畠等村境絵図、松岡

銀山絵図、近松永和筆 院内銀山真景甲子春月図、近松永和筆 院内銀山

鋪岡略絵図の４点です。これらは、昨年12月20日に開催された湯沢市文化

財保護審議会に諮問し、同22日付けで審議会から市指定文化財に指定する

ことで答申を受けたため、そのとおり指定したいということで委員会にお

諮りするものです。各候補物件について、詳細は資料を添付しております

が、その資料について簡単に説明させていただきます。 

 ４ページをご覧ください。まず、川向・畠等村境絵図であります。種別

は、有形文化財の歴史資料、年代は、元文３年（1738）であります。この

絵図は、旧稲庭町から旧稲川町、そして湯沢市と引き継がれて、町、市が

所有してきたものです。絵図には、古来一つの村であった川向村と畠等村

が分村する際に、検地して境界を定めた経緯、また、それに関わった人達

の氏名が記されており、地域の歴史を知るうえで貴重な資料であります。

 続いて、５ページをご覧ください。松岡銀山絵図です。種別は、有形文

化財の歴史資料、年代は詳しく分かっておりませんが、江戸時代のものと

判断されます。この絵図は、旧湯沢市時代に、湯沢図書館に寄贈され、新

市に受け継がれて市が所有してきたものです。絵図は、山田の松岡にあ

り、江戸時代の1600年代、また1800年代前半に大いに栄え、湯沢銀の産地

として名高かった松岡銀山の９つの坑道の位置を正確に示し、往時の様子

を伝える貴重な資料であります。 

 続いて、６ページをご覧ください。近松永和筆 院内銀山真景甲子春月

図です。種別は、有形文化財の歴史資料、年代は、元治元年(1864)であり

ます。この絵図は、昨年８月に上院内の石川義悦氏から市に寄贈いただい

たものです。江戸末期の院内銀山の様子、町並みが詳細に描かれており、

また、本図を描いた近松永和は、佐竹南家のお抱え絵師だった遠藤昌益で

あり、筆禍事件の吟味中に逃亡して、矢島藩校に籍を置いて近松永和と名

のった作者の足取りを知る上でも貴重な資料であります。 

 続いて、７ページをご覧ください。近松永和筆 院内銀山鋪岡略絵図で

す。種別は、有形文化財の歴史資料、年代は、元治元年(1864)、先の院内

銀山真景甲子春月図と対になっており、こちらも昨年８月に石川義悦氏か

ら寄贈いただいたものです。こちらは、銀山の坑内や坑道が主として描か

れているもので、春月図と同様に、往時の院内銀山の様子や作者の足取り

を知る上でも貴重な資料であります。以上で説明を終わらせていただきま

す。 

 

芳 賀 委 員 長   それでは、ただいま指定候補として４点につきまして簡単に説明がござ

いましたが、質問、意見等ありましたらお願いいたします。 

 

和 田 教 育 長   この資料について、審議委員さんたちからは特別な意見は出なかったで

すよね。 
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和 田 

生涯学習課長 

  審議委員からは、特別な意見は出ませんでした。 

 

 

芳 賀 委 員 長   他に何かございませんか。 

  

   － <発言なし> － 

 

芳 賀 委 員 長   これは、市で保管しているわけですけれども、何かどこかの場面で公表

されますか。 

 

和 田 

生涯学習課長 

  特に、院内銀山の関係の絵図につきましては、院内銀山異人館で、今後

色々な展示の機会を設けて、皆様にご覧いただこうと思っております。 

 

芳 賀 委 員 長   実物をということですか。 

 

和 田 

生涯学習課長 

  文化財の破損につながらないような規制をして、養生して実物をご覧い

ただきたいと思っています。 

 

佐 藤 委 員   川向・畠等村境絵図は、私の住んでいるところのですけれども、閲覧し

たいという場合は可能でしょうか。 

 

和 田 

生涯学習課長 

  もし申出いただければ、可能と思いますし、院内銀山の絵図の話をしま

したけれども、こちらについても、いずれ文化財展とか。犬っこまつりの

期間中も、すべて実物を飾るわけではありませんけれども、郡会議事堂記

念館で文化財展を行います。そのような機会を色々な場所に設けて、是非

とも皆さんにご覧いただきたいと思っていますので、見たいとの申出があ

れば、お見せすることは可能です。 

 

佐 藤 委 員   このようなものがあった事は初めて知って、自分としてもびっくりして

いますし、すごい財産と感じております。 

 

芳 賀 委 員 長   他にございませんか。 

 

   － <発言なし> － 

 

芳 賀 委 員 長   よろしいですか。 

 

   － <はいの声> － 

 

芳 賀 委 員 長   それでは承認ということにいたします。 

 続きまして、議案第２号 湯沢市指定文化財の指定解除についてであり

ます。お願いします。 
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和 田 

生涯学習課長 

  私から、議案第２号 湯沢市指定文化財の指定解除についてご説明いた

します。 

 ８ページをご覧ください。指定解除物件は、聖観音像です。こちらも、

昨年12月20日に開催された湯沢市文化財保護審議会に諮問し、同22日付け

で、審議会から指定文化財を解除することで答申を受けたため、本会にお

諮りするものです。９ページに概要がございますけれども、この観音像

は、旧湯沢市で昭和51年に文化財指定した物件であります。生涯学習課で

は、昨年と本年の２カ年計画で湯沢市文化財図録を作成しておりますが、

その中で、指定根拠不詳の一部の物件について、東北歴史博物館の政次浩

氏に依頼して調査を行いました。これは、平成27年の10月に行っておりま

す。その結果、当該物件については、平安時代前後のものという根拠で文

化財指定しておりましたが、調査の結果、近世以降のものであるという所

見を得ました。そのことで、文化財としての価値が失われたと認め、市の

文化財に指定する根拠が無くなることから、湯沢市文化財保護条例第５条

の規定により、指定を解除するものであります。なお、所有者の渡部氏に

は、調査結果について説明済でありまして、今回の議決を受けて速やかに

解除の手続きに入りたいと思っております。 

 

芳 賀 委 員 長   ただいま説明がございましたが、この件について質問、意見等ございま

せんか。 

 

阿 部 委 員   こういったケースはよくある事なのかということが一つと、昭和51年に

指定されているのですが、指定された当時のことをもう少し詳しく教えて

いただけますか。 

 

和 田 

生涯学習課長 

  湯沢市においては、解除というのは極めて珍しく、記憶に残っている中

では、もしかしたら初めてと思います。 

 昭和51年の指定の経緯ですけれども、詳しい資料がございません。た

だ、この物件に限らず文化財指定に関しては、当時、まだ基準があいまい

でございまして、なおかつそれを検証するものがなく、この物件につきま

しても、秋田大学の教授の「これはすばらしいものだ」というコメントが

あったとの記載はあったのですけれども、その方は、どちらかというと美

術品の専門でありまして、推測でございますが、歴史的な考察というのは

その時点ではなされていなかったのではないかと思います。 

 

阿 部 委 員   ということになりますと、前から指定されてきた物の中に、まだまだこ

ういった物も出てくる可能性があり得るということですか。 

 

和 田 

生涯学習課長 

  先ほどご説明申し上げましたように、根拠の乏しいものについては、一

昨年の10月に政次先生といって、この道ではエキスパートな方で、県の仏

像の調査等も委託されている方でございますけれども、そうした方にひと

とおり調査していただきましたので、とりあえず今回は、図録を作成する
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ということで調査しておりますので、図録に載せるものについては、この

ような事は無いのではないかと考えております。 

 

芳 賀 委 員 長   他にございませんか。 

 

   － <発言なし> － 

 

芳 賀 委 員 長   よろしいですか。 

 

   － <はいの声> － 

 

芳 賀 委 員 長   それでは、市指定文化財の指定を解除するということで承認いたしま

す。 

 議案第３号 湯沢市指定文化財の名称変更についてお願いします。 

 

和 田 

生涯学習課長 

  私から、議案第３号 湯沢市指定文化財の名称変更について説明させて

いただきます。 

 10ページをご覧ください。こちらも昨年12月20日に開催された文化財保

護審議会に諮問し、22日付けで答申を受けたものでございます。今回、名

称を変更する物件は45件で、11ページから14ページまでに物件が記載され

ております。個々の説明は省かせていただきますが、名称の変更にあたり

ましては、これまで親しまれ、定着した名称を尊重しながらも、国や県、

他自治体の表記、指標などを参考にしながら、例えば、植物については、

片仮名表記に統一、また、物件の内容を吟味して文言を省略したり、付け

加えたりする内容の変更も行っております。また、旧４市町村で同様の物

件を異なる名称で登録していたものを、もっとも適切と判断される名称に

統一するものです。詳細は、資料の「変更前の名称」、「変更後の名

称」、「説明」の欄でご確認いただきたいと思います。 

なお、名称の変更に併せて、種別の変更も行っております。こちらは、

15ページ、16ページに添付しております。これは、個々の文化財の属性を

吟味いたしまして、ふさわしい種別や名称に変更するもの、また、指定の

理由や所以（出処）が同じで、別々の物件として指定されていた資料物件

の統合、更に、一昨年の調査により新たに一体とみなして、員数を増やす

事が適当と判断されたものについて、名称と合せて変更を行うことをお諮

りするものでございます。こちらについては、若干説明をさせていただき

ます。 

まず、種別を変更するものでございますけれども、有形文化財（古文

書）として指定していた「木地師文書及び木札」ですけれども、有形文化

財（歴史資料）に種別を変更させていただきます。その理由は、古文書以

外の資料もありまして、他の木地師文書と同様、歴史資料に分類するもの

であります。 

続いて、有形文化財（歴史資料）の「門屋家墓碑」でございますけれど
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も、史跡「門屋家墓所」に変更いたします。その理由は、史跡として分類

することが適格であるため、「墓碑」を「墓所」に改め、史跡に分類する

ものでございます。 

次に、②種別を変更し統合するものでございます。有形文化財（古文

書）「川連漆器関係文書」、同じく「朱座御懸所関係資料」、「萬覚

書」、「慶安元年川連村検地帳」の４つでございますけれども、有形文化

財（歴史資料）「旧川連村高橋利兵衛家文書」として統一して登録いたし

ます。理由は、古文書以外の資料が含まれていること、また、高橋利兵衛

家より寄贈された資料なので、歴史資料として一括指定とするものでござ

います。 

続いて、③資料を統合するもので、変更前が有形文化財（工芸）「大名

行列御道具」、有形民俗文化財「愛宕神社祭典『大名行列並びに神渡行

列』の御道具」の２つでございますけれども、有形文化財（工芸）「大名

行列御道具」として統合いたします。これまで、個人所有の資料を「工

芸」、保存会所有のものを「有形民俗」に分けておりましたが、「工芸」

として一つの「大名行列御道具」として統一するものでございます。 

続いて、有形文化財（考古資料）「湯沢北高等学校所蔵先史時代遺

物」、同じく「先史時代の遺物」の２つでございますけれども、有形文化

財（考古資料）「山下孫継調査の遺物」と統合いたします。地域の埋蔵文

化財調査を牽引した故山下孫継先生が関わった資料でございまして、縄文

時代から平安時代の遺物で、出自も様々なものを所蔵主ごとに名称を変え

て登録しておりましたが、そもそも市に寄贈されておりますので、これを

統合し、山下氏の名を冠するものでございます。 

続いて、16ページに入ります。名称及び種別を変更するものでございま

す。 初に、有形文化財（絵画）の「門屋盛信、和田雙穂書掛軸」でござ

います。これを、有形文化財（歴史資料）「門屋盛信、和田雙穂画賛」と

変更いたします。掛軸は形態を示すもので、削除いたします。また、門屋

盛信、和田雙穂が記した画賛が重要であることから、歴史資料に変更いた

します。 

続いて、有形文化財（歴史資料）「院内所預大山氏墓所」でございます

が、史跡「院内所預大山家墓所」に変更いたします。「大山氏」を「大山

家」に改め、種別を史跡として分類いたします。 

続いて、史跡の「了翁禅師の経塚、八色八筋の旗」でございますけれど

も、有形文化財（歴史資料）「八色八筋の旗」と、史跡「了翁禅師の経

塚」の２つに分けます。「八色八筋の旗」については歴史資料、「了翁禅

師の経塚」については史跡に分類するものでございます。 

続いて、名称を変更して員数を追加するものでございます。有形文化財

（彫刻）「木造不動明王像」でございますけれども、「木造不動明王像及

び二童子立像」で員数を３とします。現在、中尊のみの指定となっている

「木造不動明王像」を、三尊一具として保全するため、二童子立像(制咤

迦童子、矜羯羅童子)を新たに加えます。あわせて名称を今申し上げたと

おり変更するものです。説明を以上で終わります。 
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芳 賀 委 員 長   ただいま詳しく説明いただきましたが、今の説明につきまして質問、意

見等ございますか。 

 

後 藤 委 員   名称を変更する物件が45件もあるということで、先ほどからお名前が出

ていらっしゃる東北歴史博物館の研究員、政次浩氏のご指導によってこの

ようになったのですか。 

 

和 田 

生涯学習課長 

  指導によって、 後の員数を増やす「木造不動明王像及び二童子立像」

がありますけれども、これについては政次先生が実地調査を行いまして、

中央の像の隣にある子どもの像なのですけれども、これも同じ時代のもの

で、これは一体として登録するべきだというアドバイスをいただいて変更

し、あとは名称を見ていただくと分かると思うのですが、実際に声に出し

た時の名称は同じでも、例えば、植物については片仮名表記とするといっ

たものもございますし、先ほど何点か紹介しましたけれども、実際に調べ

てみると、属性が本来あるべきところとは違っているのではないかという

ことを、政次先生のアドバイスですとか、課内担当者で協議して、文化財

保護審議会にもお諮りしながら、協議を重ねまして変更いたしたものでご

ざいます。 

 

芳 賀 委 員 長   他にございませんか。 

 

   － <発言なし> － 

 

芳 賀 委 員 長   よろしいですか。 

 

   － <はいの声> － 

 

芳 賀 委 員 長   それでは、市指定文化財の名称を変更することにつきまして、承認をい

たします。 

 議案は以上であります。 

 

そ の 他 

 

芳 賀 委 員 長   次第の５、その他でありますが、その他につきまして、教育総務課が

初ですね。 

 

福 土 

教育総務課長 

  私からご説明申し上げます。 

湯沢市の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書

でございます。これは、平成27年度の事業分についての報告でございま

す。別冊の１ページ目に、一つ目としまして目的と趣旨がございます。地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定によりまして、教育委員会

が行う事務の管理・執行状況について点検及び評価を行い、これを議会に
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提出し、公表するというものでございます。 

二つ目として、点検及び評価でございます。対象としましては、平成27

年度の教育委員会の「教育行政方針」及び市の「総合振興計画」に基づい

て実施した事務事業について、主な事業を取り上げて評価したものでござ

います。その方法でございますけれども、課ごとに施策の実施状況を明ら

かにし、今後の方向性と効果的な教育行政の推進につなげるために自己評

価を行ったものでございます。 

その他としまして述べております。ここに書いてあるとおりでございま

すが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第２項は、「教育

委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。」としております。この法律

に基づきまして、平成26年度分までは、湯沢市教育行政評価委員会に３名

の方をお願いして意見聴取を行ってきたところでございます。平成28年度

につきまして、平成27年度でちょうど任期が切れた関係で、どうしようか

検討したところでございます。課題としてありましたのが、①にあります

けれども、費用弁償がなく無償でお願いしていたということでございま

す。それから、点検・評価のあり方で、ご覧のとおり項目ごとに細かな評

価をしておりますけれども、法律によれば必ずしも全てに関して評価する

ことを求めておりませんし、そもそも評価委員会という組織も特に求めて

いないということで、評価のあり方、どのような評価をするか検討したと

ころですが、時期を逸してしまいまして、結果として内部評価だけに止ま

ってしまったということでございます。平成29年度につきましては、この

積み残した課題を整理しまして、評価方法を固めまして、第三者的に評価

いただきたいと思っているところでございます。内容につきましては、ご

覧いただいたところでお気付きの点等がございましたら、ご指摘いただけ

ればと思います。なお、お渡ししておりますけれども、５ページの学校給

食の推進につきまして、内容に一部間違いがありまして、差替えをお願い

しておりますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

芳 賀 委 員 長   評価報告書につきまして、非常にボリュームもありますので、なかなか

一つ一つとはいきませんけれども、委員がご覧になって気が付いたところ

がありましたら、捕逸につきまして、質問なり、意見、指導なりお願いし

たいと思います。 

 ただ、この内容は、この場で変更するものではないですね。 

 

福 土 

教育総務課長 

  基本的に内部で評価したものということです。 

 

 

芳 賀 委 員 長   ここは確かに良かったですとか、ここは足りないのではないかというも

のがありましたらお願いしたいと思います。 

 自己評価も概ね「３」、「４」と出ているようでありますが。 
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和 田 教 育 長   ８ページの生涯学習、文化遺産の保護と文化活動の展開の⑤「音楽のま

ち“ゆざわ”の中期計画策定」の評価が「１」になっていますが、それに

ついては課長から説明お願いします。 

 

和 田 

生涯学習課長 

  これについては、「音楽のまち“ゆざわ”」の推進を掲げてまいりまし

たけれども、実際は８月に行われている「サマーミュージックフェスティ

バル」頼りと言うか、それがメインの事業で、果たして、音楽のまちとい

うものをもって、街の活性化をやってこられたのか、あるいは「音楽のあ

ふれるまち」、「音楽でにぎわいづくりをするまち」ということをやって

こられたのかを検証いたしましたときに、平成27年度については、それに

ついての具体的な取組が出来なかったという反省です。この反省を踏まえ

まして、今年度中に、できれば今までの吹奏楽部とか、合唱部とかメイン

のものだけではなくて、色々なジャンルの音楽に携わる人で組織を立上げ

まして、大きいイベントではなくて、例えば、市役所市民ロビーを使った

小さいイベントをたくさんの回数行うというような取組をしようというこ

とで、今取り組んでおりまして、具体的な取組といたしましては、１月８

日に市民ロビーで中学校の吹奏楽部員によりますアンサンブルコンサート

を行いまして、これについては、実際にコンクールに出られなかったお子

さんであるとか、コンクールで次の上位の大会に進めなかったお子さんで

あるとか、あるいは先日のアンサンブルコンクールに出場するお子さんで

あるとか、多様な生徒さんたちが、自分の実力というか、自分の演奏を発

表する機会となりまして、親御さんであるとか、音楽関係者から、非常に

良いイベントであったという評価をいただいております。この２月には、

12日の犬っこまつりに併せまして、こちらも市民ロビーで、板戸番楽であ

るとか、役内番楽であるとか、有形民俗文化財に指定されているような伝

統芸能を披露する場と、子どもたちのエレクトーンの演奏を披露する場と

して行うことを予定しております。３月５日には、箏のわかば会、ＹＭＣ

合唱団、尺八の竹友会などに出演いただいて、コラボレーションのイベン

トをしていく。こうしたイベントを、平成29年には継続して、「月１コン

サート（仮称）」という形で、市民ロビーに限らず、小さい会場で色々な

ジャンルの方々の発表の場を作っていくということで、平成27年度の反省

を踏まえまして、今年度から取組んでいるところでございます。 

 

芳 賀 委 員 長   今、「音楽のまち“ゆざわ”」に関して評価「１」ということで、お考

えを述べていただきましたが、この件につきまして何かございますか。 

 

   － <発言なし> － 

 

芳 賀 委 員 長   今、非常に活動が停滞しているというような表現をされたようですが、

私はそうは受け取っていないです。生涯学習課が管轄しなければ「音楽の

まち“ゆざわ”」ではないとうことではなくて、市内には色々な音楽関係

のグループがありますよね。その方々が色々な形で発表の場を設けていま
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す。先日もグランドホテルで市民管弦楽団のミニミニコンサートがありま

したけれども、そのような活動を網羅して「音楽のまち“ゆざわ”」であ

って、必ずしも生涯学習（市）が責任を持って計画してと、そう窮屈に考

える必要はないかと思います。音楽関係の全体の活動を、いわゆる掌握し

ていて、自由にやってもらう、あるいはものによってはバックアップする

とか、そのような気持ちで良いのではないかと思います。結構色々な発表

がされているように私は思いますけれども。私はそのように思っていま

す。 

 

和 田 

生涯学習課長 

  そのような色々な活動を把握しながら、つながりを作りながらやって行

ければ良いと思っています。 

 

芳 賀 委 員 長   他に何かございませんか。 

 学校教育、給食、生涯学習ですね。 

 

佐 藤 委 員   ３ページの「学習指導の充実と改善」のところの、「⑧パソコン、電子

黒板等のＩＣＴの活用」の部分なのですけれども、学校訪問に行ったとき

に、使う先生と使わない先生に分かれているとの話で、電子黒板を使うと

すれば準備が大変だとか、先生によってはあまり活用しない人もいるとの

説明を聞いたような気がするのですけれども、それで評価が「３」という

ことだったので、100％このようなものは活かしきれていないのかと思う

のですけれども、この電子黒板等の活用に関しては、今後も先生に任せる

ような形で進めて行くのでしょうか。それとも、こちらからもっと使うよ

うにとか、指導を考えているのか、そのあたりの考え方を聞かせていただ

ければと思うのですけれども。 

 

近 野 

学校教育課長 

  各学校に電子黒板等配置させていただいているので、有効活用していた

だきたいという話は、機会があれば学校にお願いしています。委員がおっ

しゃったように、なかなかうまく使えない先生もおりますので、研修会で

はないのですけれども、機会があれば指導主事が学校訪問等しております

ので、「このような場面はこのような機器を使えばもっと有効なのではな

いか」といったことを、校内の研修の中でお話をさせていただいておりま

すが、なにせ高齢化が進んでいるので、線をつないだり、スイッチを入れ

たりするところで非常に難儀します。そのようなこともあって、できれば

ＩＣＴの支援員を配置させていただいて、準備等のお手伝いをしていただ

ければ良いということで、予算を要求させていただきましたが、まず、学

校でこの後、研修の場面を活用してスキルアップをしていただいて、各先

生方の努力によって活用していってほしいという話で、予算は盛っていた

だけなかったのです。 

来年度、市の公開研究会が雄勝小学校、中学校で行われます。この２校

については、ＩＣＴを活用した授業改善という視点を、公開に向けてお願

いしていますので、こういった機器を活用した授業のモデル的なものを来
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年度公開していただいて、市内の先生方にも見ていただいて、更に他の学

校でも活用していただけるように進めて行きたいと考えております。 

 

芳 賀 委 員 長   他にございませんか。 

 

後 藤 委 員   ８ページの⑶、「②学校支援地域本部事業」のことについてです。今年

度、雄勝中学校区でも設置して、実施されたわけですけれども、学校側と

しては、行事の時に手伝っていただいて本当に助かっているという声を聞

いておりますが、支援員は増加にあるものでしょうか。それとも、だんだ

ん人数が少なくなってきているところもあるように聞いていますので、そ

のあたりは把握されているのでしょうか。 

 

和 田 

生涯学習課長 

  人数については、急激に減っているという話はこちらでは聞いていない

のですけれども、高齢化という問題はあるかと思っています。湯沢西小学

校が 初に地域支援本部を立ち上げたわけですけれども、立ち上げてから

現在まで、年数が経っております。ただ、ボランティアの方々の若返りが

図られたかというと、設立当時の方々がずっと継続してやっておられるの

で、なかなか世代交代というか、若い方々が入るという状況でないことが

一つ課題となってくるのではないかと思っております。 

 地域支援本部については、来年度、皆瀬地域で立ち上げる予定で、今、

コーディネーターの選出が終わって、予算内示もいただいておりますの

で、いずれ全市に広がるように取組んでまいりたいと思いますし、また、

湯沢南中学校区の須川小学校は、湯沢南中学校区を立ち上げた段階でまだ

須川中学校があったので、取り残されている状態にありますし、湯沢地区

でも山田中学校、そして、当然稲川地域ということで、まだまだ本部を立

ち上げるべき地域、広げていく地域がありますので、それに取組みながら

支援員の若返りについても取組んでまいらなければならないとは思ってい

ます。 

 

芳 賀 委 員 長   他にございませんか。 

 

阿 部 委 員   ４ページの総合的な評価について、上の方の総合的な評価では、吊天井

の改修のことについて書かれており、学校行事との関係で出来なかったと

いうのがございますけれども、学校行事が安全でない所で行われるほうが

優先するのか見解が分からないところと、下の方の総合的な評価では、地

質調査の件で書かれており、議会から色々言われたと書かれていますが、

よく承知していないので、どのようなことか教えていただければありがた

いと思います。 

 

福 土 

教育総務課長 

  初に吊天井の関係でございます。これについては、国からの通達で、

基本的に平成27年度までに終えなさいというものでした。その関係で湯沢

市で対象となるのが５校あったということで、できれば一気にやりたかっ
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たというのが正直なところでございます。ただ、業者の数に限りがあると

いうこと、問題は足場を組まなければならないということがありまして、

足場の調達に難儀するということ、 大のネックが３カ月間体育館を使え

なくなるということがございます。その関係で、学校と色々と折衝する中

で、どうしても時期的には６月から９月、夏休みを挟んだその時期が小中

学校とも一番良いとの話でしたが、どうしてもタイミング的に一気に行う

ことが出来なかったということで、２校については今年度まで繰延べてし

まったのが実態でございます。 

 行事関係とここにも書いておりますけれども、冬場の工事となると、通

学の関係とか、卒業式関係とか色々ありますので、どうしても夏場しかな

いということが一番大きなところで、調整はかなり頑張ったつもりです

が、結果としては延ばしてしまったというところでございます。 

 二点目の、給食センターの地盤の関係でございます。当然、設計前に地

盤調査を行いました。ボーリング調査を行ったわけですけれども、どうし

てもボーリングのポイントが少ない、結果として費用が掛けづらいという

のがありまして、 低限と言いますか、これくらいやれば大丈夫というポ

イントを選定してやったところでございます。ただ、結果として、工事を

起工しまして、掘下げたところで実際に測ってみたら全然緩いところがあ

りまして、色々聞いてみますと、地層が非常に複雑で、大きな岩がごろご

ろしてみたり、急に柔らかくなってみたりと、推定すること自体がなかな

か難しい地盤であったというところでございました。結果として、地盤を

固めなければいけない工事の費用として4,000万円ほど増してしまったの

ですけれども、議会からは、調査自体が簡単に申し上げると甘かったので

はないか、もうちょっとやり方があったのではないかとご指摘を受けまし

たが、こちらで専門業者に聞いても、特にボーリング本数が少なかったわ

けでもないし、結果としましては、掘ってみなければ分からないと、正

直、専門業者に言わせてもそうでした。そのことを議会にもご説明申し上

げたところですが、結果として4,000万円以上という非常に大きな額が増

額となったことで強いご指摘、お叱りを受けたというのが実態でございま

す。その関係で当初より２カ月ほど工期が延びましたけれども、昨年12月

10日までの変更後の工期の中では無事完了したというところでございま

す。以上です。 

 

芳 賀 委 員 長   他にございませんか。 

 

阿 部 委 員   以前、某小学校を建築した際もこのように地質の関係であって、それを

覚えていた議会議員さんがどなたかいらっしゃって、多分同じようなこと

で大変苦労されたのかと思い質問しました。 

 もう一つ、全体的なことなのですけれども、同じ４ページの⑴の④に、

「今後は、年次的な計画も考え合わせながら、予算確保」と書かれていま

す。これは、どこの部、どこの課も全部共通することなのだろうと思いま

すけれども、是非頑張っていただいて、危険なもの、危ないもの、そのよ
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うなものは出来るだけ早く改修するということを、当局に訴えながらやっ

ていくというのは、ずっと前からの必要事項だと思いますので、頑張って

いただきたいと思います。以上です。 

 

芳 賀 委 員 長   ありがとうございました。 

 他にございませんか。 

 

後 藤 委 員   スポーツ振興の推進のところで、９ページでございます。 

総合型地域スポーツクラブのことについてですけれども、雄勝ではこま

ちハートオブゴールド、稲川ではチャレンジスポーツクラブ、皆瀬ではラ

ビットというように、非常に成熟した形で進められているように見ており

ます。湯沢に出来た総合型地域スポーツクラブについて、どこで、どのよ

うな種目をやっているのか、サッカーをやっているのは聞いているのです

けれども、ホームページで見ることもなかなか出来なかったりして、ちょ

っと教えてもらえればと思います。 

 

和 田 

生涯学習課長 

  湯沢サンマリッツは、おっしゃるとおりサッカーを母体としており、実

際のところ、まだ基盤がしっかりしていなくて、ニュースポーツであると

か、障がい者スポーツに色々と取組んでいくという話合いはやっているの

ですけれども、まだ具体的な形で出てきていないのが実情でございます。

 常駐している事務員がいなかったのが実情ですけれども、今年度、経理

に関しては新たに職員を１人採用してやってもらっているとのことなの

で、引き続き支援、指導について取組んでまいりたいと思っております。

 今年度については、サンマリッツも含めまして、今おっしゃった稲川、

雄勝、皆瀬の３団体と一緒に、情報交換会もこれまで何回か行っておりま

して、１つのクラブだけでなくて、共同で出来ることはないのか、あるい

はそれぞれのクラブの課題はなにか、あるいはチャレンジスポーツとか雄

勝、皆瀬でやっていることでサンマリッツが参考に出来ることはないのか

ということで、何度が打合せ、協議の機会を設けていますので、今後、少

なくとも来年度中には、事業展開について何か明確な方針を打出してもら

えればと思っております。 

 

芳 賀 委 員 長   他にございませんか。 

 

   － <発言なし> － 

 

芳 賀 委 員 長   よろしいですか。 

 

   － <はいの声> － 

 

芳 賀 委 員 長   それでは、以上で評価報告書については終わりといたします。 

 次は、学校教育課お願いします。 
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近 野 

学校教育課長 

  資料の１と２に基づいてお話させていただきます。前回の教育委員会の

中で、ＡＬＴの増員、かがやきサポーターの増員の成果、課題等について

といったお話がありましたので、資料にまとめました。 

 まず、ＡＬＴの増員についてであります。増員しましたので、各小中学

校でＡＬＴが関わる日数等は、当然、資料のとおり増加しております。こ

れは、ＡＬＴの部分だけで、実は教育専門監、稲川中学校に配置しており

ます社会人枠の小場康平先生、アメリカの大学を出た方ですけれども、こ

の２人も小学校の外国語活動の授業に参加していただいていますので、小

学校の増加率は200％近くにはなっていると捉えております。 

 ２番のところですが、児童生徒の英語、外国語活動に対する情意面とい

うことで、12月に実施しました秋田県学習状況調査の児童生徒質問紙の中

から英語の部分を取り出してみました。同じ子どもたちのところで比較し

たもので、平成27、28年度と「好き・どちらかといえば好き」という子ど

もさんの割合が増加しているのかということです。小６から中１へ、外国

語活動から英語へ変わったところでありますけれども、－0.7と若干低下

しておりますが、この部分については、引き続き小中連携というところで

改善を図っていきたいと思っています。 

 その他の３番のところですが、今年度、あきた発！英語コミュニケーシ

ョン能力育成事業ということで、文部科学省の研究指定（１年）を受けて

おります。今年度は、稲川地区と皆瀬地区に研究に取り組んでいただいて

おります。後で資料を渡したいと思いますけれども、国際教養大学、市内

の高等学校とも連携をしながら、英語の授業改善ということで取り組んで

まいりました。この間、研究主任会の中で、成果発表していただく機会が

ありましたけれども、授業力等の向上、子どもたちの英語に関わる力、英

語のコミュニケーションに対する意欲等の面で向上しているというような

データが出ております。 

 ４番の授業以外での活用ということですが、ＡＬＴが５名になりました

ので、インテンシブ・イングリッシュデイということで、市内の小中学生

の希望者を集めまして、夏休みは１日の企画、冬休みは半日の企画という

ことで、英語漬けの学習会的な、体験的な活動も含むのですけれども、そ

のような活動をさせていただいております。 

 ５番、成果・課題のところですが、やはりＡＬＴが関わる時間が増えま

したので、コミュニケーション機会が増加したこと。学校生活の中で、授

業以外のところでＡＬＴと接する機会が増えました。この後、中学校の英

語は、先生が話したのをそのままオウム返しのように話すような英語では

なくて、即興性を重視したコミュニケーション、文系は２番目にして、コ

ミュニケーションを取るという形に変わっていくようであります。そうい

った意味で、ＡＬＴとの会話の機会の増加は有効かと思っております。そ

れから、ＡＬＴとのＴＴによる授業、指導方法の工夫改善は必要なわけで

すが、機会が増えましたので、ただ居るだけではなくて、いかに関わりな

がら効果的な授業を展開するかということを、授業づくりの中で考えてい

る機会が増えていると思います。 
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 後のところですが、クラスルームイングリッシュと書いてあります

が、小学校の外国語活動についてであります。小学校５、６年生の担任の

先生も、出来るだけ英語を使って外国語活動をやっていくということであ

ります。１人でやっているとどうしても日本語が出てしまいます。ＡＬＴ

と一緒にやっていると、そのあたりの掛け合いもあったり、打合せもあっ

たり、使う英語も決まってきますので、かなり英語を使った授業が展開で

きるようになってきているのではないかと思います。 

 課題についてでありますけれども、まだまだＡＬＴをうまく使いきれて

いないというような授業が散見されるので、特に中学校英語の高度化に対

応するためには、もう少し有効な使い方をしていかなければいけないとい

うことで、さらに指導、助言して行きたいと思います。 

 ２つ目ですが、英語の「書く、読む、聞く、話す」というバランスを取

るあたりがなかなか難しいのかと感じています。今、小学校の外国語は、

「聞く、話す」なのですが、これから「書く、読む」が入ってきます。こ

ういったことをバランス良くやっていかないと、英語を話すのは楽しいの

だけれど、ペーパーテストをやると悪くなってしまうとか、ペーパーテス

トは良いのだけれど、実際に英語を話せないだとか、そのあたりのバラン

スを取っていかなければいけないということです。 

 ３つ目が、ＡＬＴを活用する場面をもっと広げていかなければいけない

と思っています。実情を言うと、どうも英語の時間しか活用されていない

のではないかという感じがします。先生方が特にＡＬＴにあまり近づかな

いというか、英語の先生は近づいているのですけれども、英語の先生が休

んだりすると、皆、避けてしまうような傾向があるので、英語の時間だけ

ではなくて、給食を一緒に食べたり、一緒に掃除したり、たまには体育を

一緒にやったり、今ですとスキー教室に一緒に行ったり、そのような関わ

り合いの中でうまくコミュニケーションを取るような、そのような形に持

って行きたいと思っています。 

 一番下ですが、小学校英語教科化・外国語活動の拡充に向けた更なる増

員というように私は考えています。私たちも２名増員しましたが、他の市

町村も、同時に教科化に向けて増員を図っています。５名は多いですかと

聞かれれば、決して多い人数ではないようですので、また増員できればと

思っています。 

 それから、資料２がかがやきサポーターの増員についてです。10人増の

31人体制がどうなのかということで、１番に他市の例を載せております

が、小学校については、サポーター１人当り2.4人ということで比較的良

いのですが、中学校は湯沢市は5.8人ということで、他の市に比べるとち

ょっと大きくなっているかと思っています。 

 ２番目が、特別な支援を必要とする児童生徒の推移を並べて載せてみま

した。平成26年度が59人、今年が95人で来年度は申請が100人に達してお

ります。毎年増加しているのです。どう分析したら良いか分からなくて、

下に増加率で並べてみましたが、毎年増加しているのですが、今年度から

来年度については、増加率は低下したのかと思っています。この増加の中
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身なのですが、新入生が増えたとかではなくて、実は小学校３年生とか４

年生が、途中から新規でサポーター申請をしてくる子どもさんがいること

で増加をしております。 

３番は小学校１年の入学時のことについてです。今年度から５歳児教育

相談を行っております。小学校就学時、平成27、28年度、特別支援学級に

入った子どもさんと特別支援学校に入った子どもさん、「３」、「３」と

きて、来年度の入学時、特別支援学級に入級が10人になっています。これ

は、５歳児教育相談の就学指導が表れているのかと捉えております。大事

にしていきたい事だと思っています。 

４番のところが、今年度のかがやきサポーターの勤務評価ということ

で、１月に校長先生方にお願いをしております。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ評価

ということで、並べてみますと比較的校長先生方も非常にうまく活用して

いただいていると捉えております。 

５番、成果・課題のところですが、小学校のサポーターは１人当りの支

援児童数が減少して改善しました。中学校が問題なのかと思っています。

それから、５歳児教育相談をやったことで、県の専門家支援チーム、特別

支援教育指導員、就学支援コーディネーターといった関係機関との連携が

かなり図られてきたと感じております。 

後、課題のところですけれども、支援を必要とする子どもさん、毎年

増加しております。全体の児童数は減少していますが、増加しておりま

す。その改善ということで、一つは、５歳児教育相談を小学校就学時の適

切な進路選択につなげていきたいと思っています。学年の途中からサポー

ターを付けたりとかではなくて、就学時から適切な就学先を決める、早く

から相談にのっていくということ。 

それから、かがやきサポーターに全責任を負わすことではないので、学

校が組織として、特別支援教育をどのように捉えて、サポーターをどのよ

うに活用していくかという、組織力を高めていく必要があると考えていま

す。 

 ３つ目ですが、５歳児教育相談をやると、たくさんの情報が集まりま

す。５歳児なので、まだ保育園にいます。そういった情報を保育園と共有

して、保育の中で、その障害等の改善に向けた取組を、どのようにやって

もらっていくかといった連携が非常に重要と捉えています。ただ、今のと

ころ、保育園に「このような指導をしたほうが良いのではないですか。」

といったお話ができる状況ではないというか、ちょっとまだ壁があるのか

なと。徐々に取り払っていく必要があると思っています。 

 もう一つは、今も既に始まっていますが、子育て支援課と、この後も連

携を深めながら指導を充実させて行きたいと思っています。以上です。 

 

芳 賀 委 員 長   ありがとうございました。 

 時間の関係で、この件についての質問、意見は伺いませんので、よろし

くお願いします。 

 それではもう一つ、生涯学習課お願いします。 
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和 田 

生涯学習課長 

  資料の３、一番後ろのページですけれども、財産処分について（雄勝弓

道場）説明させていただきたいと思います。 

 湯沢市スポーツ施設整備基本計画と実施計画に定める施設再編の方針に

従いまして、平成29年４月１日をもって廃止としている雄勝弓道場を秋田

県に帰属させるため、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第３条

第１号の規定に基づく財産の処分を行います。財産の詳細は、雄勝弓道場

（建物、附属設備及び備品一式）でございます。所在地は、湯沢市下院内

の雄勝高等学校の敷地内です。構造は、鉄骨造りの平屋建、建築面積、竣

工年月日、処分の方法については、記載のとおりでございます。譲与の相

手は秋田県知事 佐竹敬久、譲与の時期は、平成29年４月１日でございま

す。これにつきましては、条例上は、公共団体に譲与できるという記載が

ありますので、議会にお諮りする必要はないのですけれども、12月の定例

会におきまして、湯沢市スポーツ施設整備の実施計画についてお諮りし、

説明しておりますので、その方針に従って取り組んでいるということを逐

一報告しておく必要があるのではないかとの判断で、今回の雄勝弓道場の

譲与についてご報告申し上げるものでございます。 

 続いて、前回の教育委員会において、後藤委員より質問いただきました

件について報告いたします。 

 

後 藤 委 員   時間がありませんので結構です。 

 

和 田 

生涯学習課長 

  それでは、後ほどご報告いたします。 

 

 

芳 賀 委 員 長   それでは以上をもちまして平成29年第１回湯沢市教育委員会を閉じま

す。 

 

【午後３時11分 閉  会】 


